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令和 ４ 年 ３ 月 18 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ２４ 　号）

　　　　規　　　則
○石川県立美術館使用料条例施行規則等の一部を改正する

　規則 （文化振興課）　１

○石川県立図書館条例施行規則 （　　同　　）　２

　
石 川県立美術館使用料条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　 　
令 和四年三月十八日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第九号

　 　　
石 川県立美術館使用料条例施行規則等の一部を改正する規則

（ 石川県立美術館使用料条例施行規則の一部改正）

第 一条

　
石 川県立美術館使用料条例施行規則（昭和五十八年石川県規則第六十五号）の一部を次のように改正する。

　 　
題 名を次のように改める。

　 　　　
石 川県立美術館条例施行規則

　 　
第 一条中「石川県立美術館使用料条例」を「石川県立美術館条例」に改める。

　

 

　
第 二 条 第 一 項 中 「第 三 条 第 一 項 」 を 「第 四 条 第 一 項 」 に 改 め 、同 条 第 二 項 中 「第 六 条 第 一 項 」 を 「第 七 条 第 一

項 」に改める。

　 　
第 二条の二中「第三条第一項ただし書」を「第四条第一項ただし書」に改める。

　 　
第 二条の三中「第七条第一項ただし書」を「第八条第一項ただし書」に改める。

　 　
第 三条第一項中「第七条第二項ただし書」を「第八条第二項ただし書」に改める。

　 　
第 四条第一項中「第七条第三項」を「第八条第三項」に改める。

（ 石川県立美術館管理規則の一部改正）

第 二条

　
石 川県立美術館管理規則（平成八年石川県規則第二十六号）の一部を次のように改正する。

　

 

　
第 一 条 中 「学 校 以 外 の 教 育 機 関 等 設 置 に 関 す る 条 例 （昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 十 四 号 ） 第 十 一 条 」 を 「石 川 県

立 美術館条例（昭和五十八年石川県条例第二十八号）第十三条」に改める。

（ 石川県立歴史博物館使用料条例施行規則の一部改正）

第  三 条

　
石 川 県 立 歴 史 博 物 館 使 用 料 条 例 施 行 規 則 （昭 和 六 十 一 年 石 川 県 規 則 第 四 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
　 　
題 名を次のように改める。

　 　　　
石 川県立歴史博物館条例施行規則

　 　
第 一条中「石川県立歴史博物館使用料条例」を「石川県立歴史博物館条例」に改める。

　 　
第 二条中「第三条第一項」を「第四条第一項」に改める。

　 　
第 三条中「第五条第一項ただし書」を「第六条第一項ただし書」に改める。

　 　
第 四条第一項中「第五条第二項ただし書」を「第六条第二項ただし書」に改める。

　 　
第 五条第一項中「第五条第三項」を「第六条第三項」に改める。

（ 石川県立歴史博物館管理規則の一部改正）

第 四条

　
石 川県立歴史博物館管理規則（平成八年石川県規則第二十七号）の一部を次のように改正する。

　

 

　
第 一 条 中 「学 校 以 外 の 教 育 機 関 等 設 置 に 関 す る 条 例 （昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 十 四 号 ） 第 十 一 条 」 を 「石 川 県

目　　　　　　　　　　　次

規 　 　 　 　 　 則
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立 歴史博物館条例（昭和六十一年石川県条例第二十六号）第十一条」に改める。

（ 石川県立白山ろく民俗資料館入場料条例施行規則の一部改正）

第  五 条

　
石 川 県 立 白 山 ろ く 民 俗 資 料 館 入 場 料 条 例 施 行 規 則 （昭 和 五 十 四 年 石 川 県 規 則 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改正する。

　 　
題 名を次のように改める。

　 　　　
石 川県立白山ろく民俗資料館条例施行規則

　 　
第 一条中「石川県立白山ろく民俗資料館入場料条例」を「石川県立白山ろく民俗資料館条例」に改める。

　 　
第 二条中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める。

　 　
第 三条第一項中「第四条」を「第五条」に改める。

　 　
第 四条中「第五条ただし書」を「第六条ただし書」に改める。

（ 石川県立白山ろく民俗資料館管理規則の一部改正）

第 六条

　
石 川県立白山ろく民俗資料館管理規則（平成八年石川県規則第二十八号）の一部を次のように改正する。

　

 

　
第 一 条 中 「学 校 以 外 の 教 育 機 関 等 設 置 に 関 す る 条 例 （昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 十 四 号 ） 第 十 一 条 」 を 「石 川 県

立 白山ろく民俗資料館条例（昭和五十四年石川県条例第三十一号）第八条」に改める。

　 　　
附

　
則

　
こ の規則は、令和四年四月一日から施行する。

　
石 川県立図書館条例施行規則をここに公布する。

　 　
令 和四年三月十八日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県規則第十号

　 　　
石 川県立図書館条例施行規則

（ 趣旨）

第  一 条

　
こ の 規 則 は 、石 川 県 立 図 書 館 条 例 （令 和 四 年 石 川 県 条 例 第 七 号 。以 下 「条 例 」 と い う 。） の 施 行 に 関 し 必 要

な 事項を定めるものとする。

（ 開館時間）

第  二 条

　
石 川 県 立 図 書 館 （以 下 「図 書 館 」 と い う 。） の 開 館 時 間 は 、午 前 九 時 か ら 午 後 七 時 （文 化 交 流 エ リ ア に

あ っ て は 、午 後 九 時 ） ま で と す る 。た だ し 、日 曜 日 、土 曜 日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （昭 和 二 十 三 年 法 律 第

百 七十八号）に規定する休日（以下「休日」という。） にあっては、午前九時から午後六時までとする。

（ 休館日）

第 三条

　
図 書館の休館日は、次のとおりとする。

　
一

　
月 曜日（休日に当たるときは、その翌日）

　
二

　
一 月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

　
三

　
ば く書期間

（ 開館時間の変更等）

第  四 条

　
前 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、知 事 が 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、臨 時 に 開 館 時 間 を 変 更 し 、又 は 臨 時 に 休 館 す

る ことができる。

２

　
前 項の規定により、開館時間を変更し、又は休館する場合は、その旨を図書館入口に掲示しなければならない。

（ 使用の承認の申請）

第  五 条

　
条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 図 書 館 の 使 用 の 承 認 （以 下 「使 用 承 認 」 と い う 。） を 受 け よ う と す る 者 は 、別

記 様式第一号による申請書を図書館長（以下「館長」という。） に提出しなければならない。

２  

　
前 項 の 申 請 書 の 受 付 は 、使 用 し よ う と す る 日 の 六 月 前 か ら 行 う も の と す る 。た だ し 、館 長 が 特 別 の 事 情 が あ る と

認 めるときは、この限りでない。

３

　
館 長は、図書館の使用を承認したときは、承認書を当該申請者に交付するものとする。

４

　
館 長は、使用承認に図書館の管理上必要な条件を付すことができる。

（ 使用承認事項の変更）

第  六 条

　
使 用 承 認 を 受 け た 者 （以 下 「使 用 者 」 と い う 。） は 、館 長 に 対 し 、当 該 使 用 承 認 に 係 る 事 項 の 変 更 を 申 請 す

る ことができる。
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２

　
前 項の規定による申請は、別記様式第二号による申請書に前条第三項の承認書を添えてしなければならない。

３

　
館 長は、使用承認に係る事項の変更を承認したときは、変更承認書を当該申請者に交付するものとする。

（ 使用者の使用取消し）

第  七 条

　
使 用 者 が 図 書 館 の 施 設 の 使 用 を 取 り 消 す と き は 、別 記 様 式 第 三 号 に よ る 届 出 書 に 第 五 条 第 三 項 の 承 認 書 を 添

え て 、速 や か に 、館 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、前 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 承 認 を 受 け

て いた場合は、同項の変更承認書を添えてしなければならない。

（ 施設使用料の後納）

第  八 条

　
条 例 第 五 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 施 設 使 用 料 を 後 納 さ せ る こ と が で き る 場 合 は 、館 長 が 特 別 の 理 由 に

よ り必要と認めたときとする。

（ 施設使用料の返還）

第  九 条

　
条 例 第 五 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 施 設 使 用 料 を 返 還 す る こ と が で き る 場 合 及 び そ の 割 合 は 、次 の と お

り とする。

　
一

　
管 理上の必要により、使用承認を取り消したとき。

　
施 設使用料の全額

　
二  

　
使 用 承 認 を 受 け た 者 が 使 用 開 始 前 十 日 ま で に 使 用 の 取 消 し を 届 け 出 た と き 。

　
施 設 使 用 料 の 百 分 の 六 十 に 相 当

す る額

　
三

　
そ の他館長が特別の理由により必要と認めたとき。

　
施 設使用料のうち館長が相当と認める額

２  

　
前 項 の 規 定 に よ り 施 設 使 用 料 の 返 還 を 受 け よ う と す る 者 は 、別 記 様 式 第 四 号 に よ る 請 求 書 を 館 長 に 提 出 し な け れ

ば ならない。

（ 施設使用料の減免）

第  十 条

　
条 例 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 施 設 使 用 料 を 減 免 す る こ と が で き る 場 合 及 び そ の 割 合 は 、次 の と お り と す

る 。
　
一  

　
国 、市 町 又 は 読 書 の 普 及 、子 ど も の 読 書 活 動 の 推 進 等 を 目 的 と す る 団 体 で あ っ て 館 長 が 認 め る も の が そ の 目 的

に 沿って使用するとき。

　
施 設使用料の全額

　
二

　
そ の他館長が特別の理由により必要と認めたとき。

　
施 設使用料のうち館長が相当と認める額

２  

　
前 項 の 規 定 に よ り 施 設 使 用 料 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、別 記 様 式 第 五 号 に よ る 申 請 書 を 館 長 に 提 出 し な け れ

ば ならない。

３

　
館 長は、施設使用料の減免を決定したときは、施設使用料減免承認書により当該申請者に通知するものとする。

（ 利用の制限）

第  十 一 条

　
館 長 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て は 、図 書 館 の 利 用 を 拒 み 、又 は 退 去 を 命 ず る こ と が で

き る。

　
一

　
利 用者に迷惑を及ぼす危険があることが明白と認められる者

　
二

　
利 用者又は施設設備に被害を与えるおそれのある物品又は動物等を携帯する者

　
三

　
館 内の秩序を乱すと認められる者

　
四

　
前 三号に掲げる者のほか、館長が不適当と認める者

（ 施設の変更の禁止）

第  十 二 条

　
使 用 者 は 、図 書 館 の 施 設 に 変 更 を 加 え 、又 は 特 別 の 設 備 を 設 け て は な ら な い 。た だ し 、あ ら か じ め 、館 長

の 承認を受けたときは、この限りではない。

（ 使用者の遵守事項）

第 十三条

　
使 用者は、条例第六条及び前条に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

　
一

　
第 十一条各号に掲げる者を図書館に入館させないこと。

　
二

　
火 災及び盗難の防止等に留意し、使用承認を受けた施設における秩序を維持すること。

　
三

　
当 該施設の収容定員を超えて入室させないこと。

　
四  

　
館 長 の 承 認 を 受 け な い で 寄 附 金 の 募 集 、物 品 の 販 売 、広 告 物 の 配 布 、立 看 板 の 掲 示 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 為

を しないこと（第三者をして行わせる場合を含む。）。

　
五

　
前 各号に掲げるもののほか、館長の指示した事項

（ 原状回復）

第  十 四 条

　
使 用 者 は 、図 書 館 の 施 設 の 使 用 を 終 了 し た と き は 、当 該 施 設 を 直 ち に 原 状 に 回 復 し 、館 長 に 届 け 出 て 点 検

を 受 け な け れ ば な ら な い 。条 例 第 七 条 の 規 定 に よ り 使 用 承 認 を 取 り 消 さ れ 、又 は 使 用 を 停 止 さ せ ら れ た と き も 同 様
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と する。

（ 利用の手続）

第 十五条

　
図 書館の資料を利用しようとする者は、別に定める手続を経なければならない。

（ 資料の複写）

第 十六条

　
資 料の複写を申請しようとする者は、別に定める手続を経なければならない。

２  

　
前 項 の 規 定 に よ る 資 料 の 複 写 に つ い て 著 作 権 法 （昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ） の 規 定 に 基 づ く 一 切 の 責 任 は 、

当 該複写を申請した者が負わなければならない。

３

　
次 に掲げる資料については、複写を認めないものとする。

　
一

　
取 扱上特に不便な資料

　
二

　
保 存上特別の注意を必要とする資料

　
三

　
そ の他館長が特に指定した資料

（ 資料の受託）

第 十七条

　
館 長は、資料の保管の委託を受けるときは、知事の承認を受けなければならない。

（ 歴史公文書の利用請求の方法）

第  十 八 条

　
条 例 第 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 利 用 請 求 （以 下 「利 用 請 求 」 と い う 。） を し よ う と す る も の は 、次 に 掲 げ る

事 項を記載した請求書（以下「利用請求書」という。） を知事に提出しなければならない。

　
一  

　
氏 名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

　
二

　
条 例第八条第五項の目録に記載された当該利用請求に係る歴史公文書の名称

　
三

　
前 二号に掲げるもののほか、別に定める事項

２  

　
知 事 は 、利 用 請 求 書 に 形 式 上 の 不 備 が あ る と 認 め る と き は 、利 用 請 求 を し た も の （以 下 「利 用 請 求 者 」 と い う 。）

に 対 し 、相 当 の 期 間 を 定 め て 、そ の 補 正 を 求 め る こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、知 事 は 、利 用 請 求 者 に 対 し 、

補 正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

（ 利用請求に対する決定及び通知）

第  十 九 条

　
知 事 は 、利 用 請 求 に 係 る 歴 史 公 文 書 の 全 部 又 は 一 部 を 利 用 さ せ る と き は 、そ の 旨 の 決 定 を し 、利 用 請 求 者

に 対し、その旨及び歴史公文書の利用に関し別に定める事項を書面により通知しなければならない。

２  

　
知 事 は 、利 用 請 求 に 係 る 歴 史 公 文 書 の 全 部 を 利 用 さ せ な い と き は 、そ の 旨 の 決 定 を し 、利 用 請 求 者 に 対 し 、そ の

旨 を書面により通知しなければならない。

３  

　
知 事 は 、第 一 項 の 規 定 に よ り 一 部 を 利 用 さ せ る 旨 の 決 定 の 通 知 を す る と き 、又 は 前 項 の 規 定 に よ り 決 定 の 通 知 を

す るときは、一部又は全部を利用させない理由を併せて記載しなければならない。

（ 利用決定等の期限）

第  二 十 条

　
前 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 決 定 （以 下 「利 用 決 定 等 」 と い う 。） は 、利 用 請 求 が あ っ た 日 か ら 十 四 日 以 内 に

し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 補 正 を 求 め た 場 合 に あ っ て は 、当 該 補 正 に 要 し た 日 数

は 、当該期間に算入しない。

２  

　
前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、知 事 は 、事 務 処 理 上 の 困 難 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、利 用 請 求 が あ っ た 日 か ら

六 十 日 を 限 度 と し て 同 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、知 事 は 、利 用 請 求 者 に 対

し 、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

３  

　
利 用 請 求 に 係 る 歴 史 公 文 書 が 著 し く 大 量 で あ る た め 、利 用 請 求 が あ っ た 日 か ら 六 十 日 以 内 に そ の 全 て に つ い て 利

用 決 定 等 を す る こ と に よ り 事 務 の 遂 行 に 著 し い 支 障 が 生 ず る お そ れ が あ る 場 合 に は 、前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

知 事 は 、利 用 請 求 に 係 る 歴 史 公 文 書 の う ち 相 当 の 部 分 に つ き 当 該 期 間 内 に 利 用 決 定 等 を し 、残 り の 歴 史 公 文 書 に つ

い て は 相 当 の 期 間 内 に 利 用 決 定 等 を す れ ば 足 り る 。こ の 場 合 に お い て 、知 事 は 、第 一 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 、利 用

請 求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

　
一

　
こ の項を適用する旨及びその理由

　
二

　
残 りの歴史公文書について利用決定等をする期限

（ 本人であることを示す書類）

第  二 十 一 条

　
条 例 第 十 条 の 利 用 請 求 を す る 者 は 、知 事 に 対 し 、次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 の い ず れ か を 提 示 し 、又 は 提 出

し なければならない。

　
一  

　
利 用 請 求 を す る 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 と 同 一 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 が 記 載 さ れ て い る 運 転 免 許 証 、健 康

保 険 の 被 保 険 者 証 、行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （平 成 二 十 五 年 法
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律 第 二 十 七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド そ の 他 法 律 若 し く は こ れ に 基 づ く 命 令 又 は 条 例 若 し く は

規 則の規定により交付された書類であって、当該利用請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

　
二  

　
前 号 に 掲 げ る 書 類 を や む を 得 な い 理 由 に よ り 提 示 し 、又 は 提 出 す る こ と が で き な い 場 合 に あ っ て は 、当 該 利 用

請 求をする者が本人であることを確認するため知事が適当と認める書類

（ 条例第十一条第一項の規則で定める事項）

第 二十二条

　
条 例第十一条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

　
一

　
利 用請求の年月日

　
二

　
利 用請求に係る歴史公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

　
三

　
意 見書を提出する場合の提出先及び提出期限

（ 条例第十一条第二項の規則で定める事項）

第 二十三条

　
条 例第十一条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

　
一

　
利 用請求の年月日

　
二

　
利 用請求に係る歴史公文書の利用をさせようとする理由

　
三

　
利 用請求に係る歴史公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

　
四

　
意 見書を提出する場合の提出先及び提出期限

（ 条例第十一条第三項の規則で定める事項）

第 二十四条

　
条 例第十一条第三項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

　
一

　
利 用請求の年月日

　
二

　
利 用請求に係る歴史公文書の利用をさせようとする理由

　
三

　
利 用請求に係る歴史公文書に付されている条例第八条第二項の規定による意見の内容

　
四

　
意 見書を提出する場合の提出先及び提出期限

（ 電磁的記録の利用の方法）

第 二十五条

　
条 例第十二条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

　
一

　
電 磁的記録を専用機器により再生又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取

　
二

　
電 磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

　
三

　
電 磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付

（ 雑則）

第 二十六条

　
こ の規則に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、別に定める。

　 　　
附

　
則

（ 施行期日）

１

　
こ の規則は、令和四年四月一日から施行する。

（ 石川県財務規則の一部改正）

２

　
石 川県財務規則（昭和三十八年石川県規則第六十七号）の一部を次のように改正する。

「

「

能 登 空 港 管 理 事 務 所

美 術 館

業 務 課 長

総 務 課 長

別 表第二中能 登 空 港 管 理 事 務 所 業 務 課 長 を 歴 史 博 物 館 総 務 課 長 に 、

」

図 書 館

能 楽 堂

経 営 管 理 課 長

副 館 長

」

「

美 術 館

教 員総合研修センター

歴 史 博 物 館

能 楽 堂

総 務 課 長

総 務・広報課長

総 務 課 長

副 館 長

」
を
「

に 改める。教 員総合研修センター総 務・広報課長

」
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別記様式第 1号（第 5条関係）

石川県立図書館施設使用承認申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　

　　　石川県立図書館長　様

　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　

　　　　（所在地）　　　　　　 　　　　　

申請者　氏　　名　　　　　　　　　　　　

　　　　（名称及び代表者の氏名）　　　　　

　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　

　　石川県立図書館施設の使用承認を受けたいので、次のとおり申請します。

使 用 の 目 的

（ 催 物 の 名 称 ）

使用しようとする施設

研　修　室　　（　全体　　1/2　　1/4　）

だんだん広場

食文化体験スペース

屋外広場

使 用 の 期 間
搬入

年　　月　　日　　時　　分から

搬出

年　　月　　日　　時　　分まで

催 物 の 開 催 期 間 　　　年　　月　　日　　時　　分から　　　　　 年　　月　　日　　時　　分まで

主催者の氏名又は名称

責 任 者 の 氏 名

共催者の氏名又は名称

入 場 料 有　・　無
最高

　　　　　　円
入場・使用予定人員 　　　　　人

※ 施 設 使 用 料 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

備考

　１　※の欄は、記入しないでください。

　２　プログラム等催物の内容が分かる参考資料を添付してください。
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別記様式第 2号（第 6条関係）

石川県立図書館施設使用変更承認申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　

　　　石川県立図書館長　様

　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　

　　　　（所在地）　　　　　　 　　　　　

申請者　氏　　名　　　　　　　　　　　　

　　　　（名称及び代表者の氏名）　　　　　

　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　年　　月　　日付け第　　　号で承認のあった石川県立図書館施設の使用について、変更の承認を受け

たいので、次のとおり申請します。

使 用 の 目 的

（ 催 物 の 名 称 ）

変 更 の 内 容

変　　　更　　　前 変　　　更　　　後

変 更 の 理 由

※ 施 設 使 用 料 円 円

※ 処 理 承認 　不承認 ※ 通 　 知 年　　　　月　　　　日

備考　※の欄は、記入しないでください。
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別記様式第 3号（第 7条関係）

石川県立図書館施設使用取消届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　

　　　石川県立図書館長　様

　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　

　　　　（所在地）　　　　　　 　　　　　

届出者　氏　　名　　　　　　　　　　　　

　　　　（名称及び代表者の氏名）　　　　　

　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　年　　月　　日付け第　　　号で承認のあった（申請した）石川県立図書館施設の使用について、次の

とおり取り消したいので、届け出ます。

使 用 の 目 的

（ 催 物 の 名 称 ）

使 用 の 期 間 　　　年　　月　　日　　時　　分から　　　　　 年　　月　　日　　時　　分まで

使用しようとする施設

研　修　室　　（　全体　　1/2　　1/4　）

だんだん広場

食文化体験スペース

屋外広場
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別記様式第 4号（第 9条関係）

石川県立図書館施設使用料返還請求書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　

　　　石川県立図書館長　様

　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　

　　　　（所在地）　　　　　　 　　　　　

請求者　氏　　名　　　　　　　　　　　　

　　　　（名称及び代表者の氏名）　　　　　

　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　

　　次のとおり施設使用料の返還を受けたいので請求します。

承認年月日及び番号 年　　　　月　　　　日 第　　　　　　　　号

使 用 の 目 的

使 用 の 期 間 　　　年　　月　　日　　時　　分から　　　　　 年　　月　　日　　時　　分まで

使 用 す る 施 設

研　修　室　　（　全体　　1/2　　1/4　）

だんだん広場

食文化体験スペース

屋外広場

納 入 済 の 金 額 円 返還を受けようとする金額 円

請 求 の 理 由

※ 返 還 す る 割 合 ※ 返 還 決 定 金 額 円

備考　※の欄は、記入しないでください。
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（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

別記様式第 5号（第 10条関係）

石川県立図書館施設使用料減免申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　

　　　石川県立図書館長　様

　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　

　　　　（所在地）　　　　　　 　　　　　

申請者　氏　　名　　　　　　　　　　　　

　　　　（名称及び代表者の氏名）　　　　　

　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　

　　次のとおり施設使用料の減免を受けたいので申請します。

承認年月日及び番号 年　　　　月　　　　日 第　　　　　　　　号

使 用 の 目 的

使 用 の 期 間 　　　年　　月　　日　　時　　分から　　　　　 年　　月　　日　　時　　分まで

使 用 す る 施 設

研　修　室　　（　全体　　1/2　　1/4　）

だんだん広場

食文化体験スペース

屋外広場

施 設 使 用 料 円 減免を受けようとする金額 円

申 請 の 理 由

※ 減 免 す る 割 合 ※ 減 免 決 定 金 額 円

備考　※の欄は、記入しないでください。


